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【年通号数】公開・登録公報2016-037
【出願番号】特願2014-247316(P2014-247316)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｆ  12/00     (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ   12/00     ５２０Ｇ
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【手続補正書】
【提出日】平成29年11月10日(2017.11.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの指示に基づいて、ファイル名を生成する際に用いる複数の項目を設定する設定
手段と、
　前記設定手段により設定された前記複数の項目が所定の条件を満たしているかどうかを
判定する判定手段と、
　前記判定手段で前記複数の項目が前記所定の条件を満たしていないと判定した場合は、
前記複数の項目に前記所定の条件を満たす情報を含む項目を追加して、ファイルの命名規
則として保存し、前記判定手段で前記複数の項目が前記所定の条件を満たしていると判定
した場合は、前記複数の項目を、前記ファイルの命名規則として保存する保存手段と、
を有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記設定手段は、前記複数の項目のそれぞれに対して設定できる情報の一覧を表示し、
当該一覧からユーザにより選択された情報を、変更対象の項目に対して設定することを特
徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記設定手段は、前記複数の項目のそれぞれに対して設定できる情報を入力する入力画
面を表示し、当該入力画面を介して変更対象の項目に入力される情報を、当該変更対象の
項目に設定することを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記保存手段は、前記判定手段で前記複数の項目が前記所定の条件を満たしていないと
判定した場合、前記複数の項目の末尾に、前記所定の条件を満たす情報を含む項目を追加
して、前記ファイルの命名規則として保存することを特徴とする請求項１乃至３のいずれ
か１項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記保存手段は、追加した前記所定の条件を満たす情報を含む項目の表示色を、他の項
目の表示色と異ならせることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の情報処
理装置。
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【請求項６】
　前記保存手段が前記所定の条件を満たす情報を含む項目を追加した場合、前記所定の条
件を満たす情報を含む項目を追加したことを示すメッセージを表示する表示手段を更に有
することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記所定の条件は、前記ファイル名が一意となる情報を含むという条件であることを特
徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記ファイル名が一意となる情報は、受信日時、前記情報処理装置のシリアル番号のい
ずれかを含むことを特徴とする請求項７に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記入力画面はキーボードを含み、当該キーボードを使用して入力される情報の文字数
が所定の数よりも多いときにメッセージを表示する手段を更に有することを特徴とする請
求項３に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　画像データを受信した際に、前記保存したファイルの命名規則に基づいてファイル名を
生成する生成手段と、
　前記画像データのファイルに、前記生成手段で生成したファイル名を付与する付与手段
と、
を更に有することを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　情報処理装置を制御する制御方法であって、
　前記情報処理装置の設定手段が、ユーザの指示に基づいて、ファイル名を生成する際に
用いる複数の項目を設定する設定工程と、
　前記情報処理装置の判定手段が、前記設定工程で設定された前記複数の項目が所定の条
件を満たしているかどうかを判定する判定工程と、
　前記情報処理装置の保存手段が、前記判定工程で前記複数の項目が前記所定の条件を満
たしていないと判定した場合は、前記複数の項目に前記所定の条件を満たす情報を追加し
て、ファイルの命名規則として保存し、前記判定工程で前記複数の項目が前記所定の条件
を満たしていると判定した場合は、前記複数の項目を、前記ファイルの命名規則として保
存する保存工程と、
を有することを特徴とする情報処理装置の制御方法。
【請求項１２】
　コンピュータを、請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の情報処理装置の各手段とし
て機能させるためのプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　上記目的を達成するために本発明の一態様に係る情報処理装置は以下のような構成を備
える。即ち、
　ユーザの指示に基づいて、ファイル名を生成する際に用いる複数の項目を設定する設定
手段と、
　前記設定手段により設定された前記複数の項目が所定の条件を満たしているかどうかを
判定する判定手段と、
　前記判定手段で前記複数の項目が前記所定の条件を満たしていないと判定した場合は、
前記複数の項目に前記所定の条件を満たす情報を含む項目を追加して、ファイルの命名規
則として保存し、前記判定手段で前記複数の項目が前記所定の条件を満たしていると判定
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した場合は、前記複数の項目を、前記ファイルの命名規則として保存する保存手段と、を
有することを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　ｈｏｓｔｎａｍｅ７０１は、ファイルサーバ１２０のホスト名を示す。図では、「ｓｈ
ａｒｅｄｓｅｒｖｅｒ」がファイルサーバ１２０のホスト名として指定されている。尚、
このホスト名として、ファイルサーバ１２０のＩＰアドレスを用いてもよい。ｆｏｌｄｅ
ｒｐａｔｈ７０２は、転送した画像ファイルの格納先フォルダの起点となるパスを示す。
図では、「ｒｏｏｔ」が格納先フォルダパスとして指定されている。ｕｓｅｒｎａｍｅ７
０３は、ファイルサーバ１２０へ認証するためのログインユーザ名を示す。図７では、管
理者を示す「ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｏｒ」がログインユーザ名として指定されている。
ｐａｓｓｗｏｒｄ７０４は、ファイルサーバ１２０へ認証するためのパスワードを示す。
図では「３２９４２ｘｃ４５」がパスワードとして指定されている。尚、パスワードの文
字列は、ハッシュなどの暗号方法を用いて難読化されていてもよい。ｆｉｌｅｎａｍｅｒ
ｕｌｅ７０５は、ファイルサーバ１２０に画像ファイルを保存する際のファイル命名規則
を示す。ｆｏｌｄｅｒｎａｍｅｒｕｌｅ７０６は、ファイルサーバ１２０に画像ファイル
を保存する際のフォルダパスの命名規則を示す。これらに関しては詳しく後述する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
　次に図７を参照して、ファイルサーバ１２０に画像ファイルを保存する際のファイル命
名規則であるｆｉｌｅｎａｍｅｒｕｌｅ７０５について説明する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　ｆｏｌｄｅｒｎａｍｅｒｕｌｅ７０６は、ファイルサーバ１２０に画像ファイルを保存
する際のフォルダパスの命名規則を示す。この命名規則の形式としては、［項目名１］パ
ス区切り記号（ここでは「／」）［項目名２］パス区切り記号（ここでは「／」）［項目
名３］の形式で保持する。新規で項目名を追加する場合、パス区切り記号（「／」）及び
追加項目名を既存の命名規則に追加する。例えば、「項目名４」を追加した場合、フォル
ダパスの命名規則は、［項目名１］（パス区切り記号）／［項目名２］／［項目名３］／
［項目名４］となる。また項目名［ＲＥＧＩＳＴＮＡＭＥ］は登録名称を示し、項目名［
ＦＡＸＮＵＭＢＥＲ］は送信元の電話番号を示し、［ＤＡＴＥ］は受信日時を示す。図７
では、フォルダパスの命名規則として、［ＲＥＧＩＳＴＮＡＭＥ］／［ＦＡＸＮＵＭＢＥ
Ｒ］／［ＤＡＴＥ］が指定されており、「登録名称／電話番号／受信日時」が保存先のフ
ォルダパスとなる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１００
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【０１００】
　図１９は、前述の図１０のファイル名命名規則設定画面に、フリー入力ボタン１９０１
が追加されている。ユーザが、このフリー入力ボタン１９０１を押下すると、図２０のフ
リー入力画面が表示される。
【手続補正７】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図７】
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